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午前９時００分 開会 

（出席議員 １４名） 

 

◎開会宣告 

○議長（西村昭教君） 御出席まことに御苦労に存じま

す。ただいまの出席議員は１４名でございます。これよ

り平成２１年第６回上富良野町議会臨時会を開会いた

します。 
 

 

◎開議宣告・議会運営等諸般の報告 

○議長（西村昭教君） 直ちに、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付のとおりで

あります。 

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会運営

等諸般の報告をいたさせます。 

事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御報告申し上げます。今臨

時会は、１１月２７日に告示され、同日議案等の配付を

いたしました。 
今臨時会の会期、日程等その内容は、お手元に配付の

議事日程のとおりであります。 
今臨時会に提出の案件は、町長から提出の議案第１号

から第３号までの３件であります。 
今臨時会の議案説明のため、町長以下関係者の出席を

求め、別紙配付のとおり出席いたしております。 
○議長（西村昭教君） 以上をもって議会運営等諸般の

報告を終わります。 

 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員の指

名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、

議長において、 

７番 一 色 美 秀 君 

８番 岩 崎 治 男 君 

を指名いたします。 

 

 

◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 会期決定の件を議題

といたします。 

お諮りいたします。 

本臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。よって、

会期は、本日１日間と決しました。 

 

 

◎日程第３ 議案第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第３ 議案第１号上富良野

町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の

件を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求

めます。 
総務課長。 
○総務課長（服部久和君） ただいま上程いただきまし

た議案第１号上富良野町職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例につきまして、提案の要旨を御説明

申し上げます。 
今年の８月に人事院が国家公務員の給与につきまし

て行いました勧告内容等に基づき、本町の職員給与につ

いても労使間において協議して参りましたが、おおむね

国家公務員の給与の本年度の改定内容に沿って改定す

ることと本年の改定が大幅な引下げであることから平

成１９年度に見送った勧告分を実施することで合意い

たしましたので本条例を提案するものであります。 
本年度の人事院の給与改定勧告内容につきましては、

１点目として官民給与の較差を解消するため俸給表の

初任給を中心とした若年層及び医療職一を除き引き下

げ改定が行われるところでございます。 
２点目として自宅に係る住宅手当を財形持家個人融

資の利用者が大幅に減少していることから廃止が行わ

れるところでございます。 
３点目として期末勤勉手当について民間の支給割合

に見合うよう引き下げ改定が行われるものであります。 
４点目として本年４月からこの改定の実施の日の前

日までの期間に係る格差相当分は、俸給月額の引下げ改

定のあったものに限り１２月の期末手当で減額調整が

行われるものであります。 
５点目として時間外勤務手当の支給割合を労働基準

法の改正を踏まえ月６０時間を越える超過勤務に係る

支給割合を引き上げるとともに時間外代休時間を指定

することができる制度が新設されたところです。 
このたびの改定の実施時期は、時間外勤務手当の支給割

合引き上げ関連に関する規定を除き、本年１２月とされ

たところでございます。 
また、行財政改革関係で見送っておりました平成１９

年度人事院勧告の内容につきましては、１点目としては、

行政職給料表の１級、２級、３級の一部を引き上げ改定

することと看護職給料表の１級から３級、４級の一部の
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引き上げ改定であります。 
２点目としては、子等に係る扶養手当を月額５００円

引き上げ改定するものです。 
このようなことから本町職員の給与につきましても、

ただいま申し上げました本年度と平成１９年度の人事

院の勧告内容に準じて給与条例を改正するものですが、

住宅所有に係る住居手当につきましては、組合との協議

の結果、激変緩和措置として経過措置を設けることで合

意に達しておりまして、この経過措置が町独自のものと

なっております 
また、この改正による影響額は総体で約２，０００万

円の減となるところでございます。それでは、本議案に

ついて以下条文ごとに要約しまして御説明してまいり

ます。 
まず改正条例の第１条では、職員の給与に関し本年１

２月から適用させるための配偶者以外の扶養手当の額、

住宅手当、１２月分期末手当、勤勉手当の支給率及び新

給料表についての条文の改正を行っております。 
１点目は扶養手当でありますが、配偶者以外に対する

額を現行の６，０００円から５００円引き上げて６，５

００円に改めます。 
２点目は、住宅手当のうち持家手当を廃止するために

関係条文を削除するものです。 
３点目は、本年１２月に支給する期末手当の支給率に

ついて現行の１００分の１６０を１００分の１０引き

下げまして１００分の１５０とし、再任用職員に係わる

支給率についても１２月分を現行の１００分の８５を

１００分の５引き下げて１００分の８０とするもので

す。 
４点目は、勤勉手当の支給率について現行の１００分

の７５を１００分の５引き下げまして１００分の７０

とし、再任用職員に係わる支給率についても１２月分を

現行の１００分の４０を１００分の５引き下げて１０

０分の３５とするものです。 
５点目は、別表第１で定めています行政職給料表及び

別表第２で定めています看護職給料表につきまして、国

の給料表の内容に沿って改定を行っているところでご

ざいます。 
次は第２条でございますが、平成２２年４月１日施行

に係る月６０時間を越える超過勤務に係る支給割合の

引き上げ関連、６月分期末手当の支給率、再任用職員の

勤勉手当支給率についての条文の改正を行っておりま

す。 
１点目は、月６０時間を越える勤務をした全時間に対

しての割増率を１００分の１５０に、深夜勤務について

は、１００分の１７５にするとともに関連する条文を追

加するものです。 
２点目は、６月に支給する期末手当の支給率を１００

分の１４０を１００分の１５引き下げまして１００分

の１２５とし、再任用職員に係わる支給率についても６

月分を現行の１００分の７５を１００分の１０引き下

げて１００分の６５とし、１２月分を現行１００分の８

０を１００分の５引き上げて１００分の８５とするも

のです。 
３点目は、再任用職員の勤勉手当の６月、１２月の支

給率を同じにしたことから文言の整理をするものです。 
次に第３条でございますが給与に関する条例改正の

うち月６０時間を超える超過勤務に係る支給割合の引

き上げに関連し、職員の勤務時間、休暇等に関する条例

において、時間外勤務手当の一部の支給に変わる措置と

して時間外代休時間を指定できることなどの条文を追

加するものです。 
次に第４条でございますが、平成１８年４月に実施し

ております給与構造改革時における減給補償対象者の

補償額に対して調整率を乗じて額の引下げ調整を行う

ための条文を追加するものです。 
次に附則について申し上げます。 
まず第１項につきましては、本年１２月から適用する

ものと平成２２年度から適用するものとがあるため、施

行期日を分けて定めるものでございます。 
附則第２項につきましては、減額改定対象者に対して

本年の１２月期末手当から給料、管理職手当、扶養手当、

及び住宅手当の月額の合計額に調整率を乗じ、４月から

１１月の月数８か月を乗じて得た額と６月に支給され

た期末勤勉手当の額に調整率を乗じて得た額の合計額

に相当する額を減額することを規定し、あわせて減額改

正対象者以外の号給を表により規定するものです。 
附則第３項につきましては、住宅所有に係る住居手当

に係る特例措置について平成２１年度は７，０００円、

平成２２年度は５，０００円と規定するものです。 
附則第４項は、規則への委任規定でございます。以上

で議案第１号の説明といたします。御審議いただきまし

て議決賜りますようお願い申し上げます。 
○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の説明

を終わります。これより質疑に入ります。 
（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質疑を

終了いたします。討論を省略し、これより議案第１号を

採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御

異議ございませんか。 
（「異議なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。よって
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本件は、原案のとおり可決されました。 
 

 

◎日程第４ 議案第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第４ 議案第２号特別職の

職員の給与に関する条例及び上富良野町教育委員会教

育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正

する条例の件を議題といたします。 
提出者から提案理由の説明を求めます。 
総務課長。 
○総務課長（服部久和君） ただいま上程いただきまし

た議案第２号特別職の職員の給与に関する条例及び上

富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関

する条例の一部を改正する条例につきまして、提案の要

旨を御説明申し上げます。 

昨年９月のリーマンショックによる世界的な金融危

機から１年が経過し厳しい経済状況を踏まえて、国では

これまでに積極的な財政出動による景気対策が実施さ

れてきています。 

 しかしながら、景気は持ち直してきていますが、自立

性に乏しく、失業率が高水準にあるなど依然として厳し

い状況にあります。 

 本町における来年度の財政見込みは、厳しい経済状況

を受けて、町税の減収をはじめ地方交付税においても事

項要求を除いた概算要求試算額は、前年比０．３％の減

という状況にあり、またガソリン税の暫定税率の廃止な

ども見込まれ、不安定な状況で推移することが避けられ

ない見通しであります。 

 これまでの行財政改革の成果から、歳入に見合った歳

出構造が確立しつつあるものの、厳しい経済・雇用情勢

であることに加え、国における一般職員の給与に対する

人事院の勧告や北海道人事委員会の勧告内容も考慮し、

常勤特別職の給料について特別措置を講じるために改

正をするものです。 

内容につきましては、２つの条例の附則において常勤

特別職の町長、副町長、教育長の給料月額を平成２１年

１２月１日から平成２３年１１月３０日の２年間減額

するもので町長は、現行７５万円を３万円減の７２万円

に副町長は、現行６２万円を２万円減の６０万円に、教

育長は、現行５６万５，０００円を１万円減の５５万５，

０００円に改正し、当該期間に離職したときは、改正前

の額を適用することを規定するものです。 

共済費を含めた合計影響額は、年間約１１０万円にな

ります。また、平成２１年４月１日現在における管内１

８町村の月額給料と月収換算（年間給料と年間期末手当

の合計を１２月除したもの）の順位につきましては、町

長が月額給料では、２位が７位に、月収換算では、９位

が１１位に、副町長が月額給料では、２位が３位に、月

収換算では、１０位が１２位に教育長が、月額給料では、

１位が６位に、月収換算では、１０位が１１位になると

ころです。 

以下、議案を朗読し、改正内容について説明させてい

ただきます。 

議案第２号特別職の職員の給与に関する条例及び上

富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関

する条例の一部を改正する条例。 

（特別職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 特別職の職員の給与に関する条例（昭和３５

年上富良野町条例第１３号）の一部を次のように改正す

る。 

附則に次の１項を加える。 

３、町長等の給料月額は、平成２１年１２月１日から平

成２３年１１月３０日までの間に限り、第２条第２項に

規定する別表第１にかかわらず、同表中「７５万円」と

あるのは「７２万円」と、「６２万円」とあるのは、「６

０万円」とする。ただし、当該期間において離職する場

合は、当該離職の日における給料月額は、読み替える前

の額とする。 

 （上富良野町教育委員会委員長の給与及び勤務時間等

に関する条例の一部改正） 

第２条 上富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務

時間等に関する条例（昭和３１年上富良野町条例第１８

号）の一部を次のように改正する。 

附則に次の１項を加える。 

４、教育長の給料月額は、平成２１年１２月１日から平

成２３年１１月３０日までの間に限り、第２条第１項の

規定にかかわらず、同項中「５６万５，０００円」とあ

るのは「５５万５，０００円」とする。ただし、当該期

間において離職する場合は、当該離職の日における給料

月額は、読み替える前の額とする。 

 附則、この条例は、平成２１年１２月１日から施行す

る。 

以上、説明といたします。御審議いただきまして、議

決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の説明

を終わります。これより質疑に入ります。 
（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質疑を

終了いたします。 
討論を省略し、これより議案第２号を採決いたします。

本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。よって

本件は、原案のとおり可決されました。 
 

 

◎日程第５ 議案第３号 

○議長（西村昭教君） 日程第５ 議案第３号東１線排

水路整備工事（H２１国債）請負契約締結の件を議題と
いたします。提出者から提案理由の説明を求めます。 
建設水道課長。 
○建設水道課長（北向一博君） ただいま上程いただき

ました議案第３号東１線排水路整備工事（Ｈ２１国債）

請負契約締結の件につきまして、提案理由のご説明を申

し上げます。 

本工事は、防衛省所管の上富良野駐屯地周辺 障害防

止対策事業として、平成１８年度から平成２２年度まで

を全体計画として実施しているもので、今般契約分の工

事概要といたしましては、町道北２０号沿いの、排水路

延長３４８.５メートルに、柵渠工、ボックスカルバー

ト工、逆サイホン工及び国道沿い排水路部分への終点摺

り付け工を施工するものです。 

次に、本工事請負につきましては、５社を指名いたし

まして、本年１１月２４日に入札を行った結果、株式会

社アラタ工業が６,２５０万円で落札し、消費税を加算

いたしまして本議案の６,５６２万５，０００円となっ

ています。参考までに、落札率につきましては９３.１

３％で、２番札は髙橋建設株式会社の消費税抜き６,３

４０万円でした。 

以下、議案を朗読いたします。 

 議案第３号東１線排水路整備工事（H２１国債）請負
契約締結の件。 
 東１線排水路整備工事（H２１国債）の請負契約を次
により締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議

会の議決を求める。 
記。１、契約の目的、東１線排水路整備工事（H２１国
債）。２、契約の方法、指名競争入札による。３、契約

金額、６，５６２万５，０００円。４、契約の相手方、

上富良野町北町２丁目、株式会社アラタ工業、代表取締

役、荒田政一。５、工期、契約の日から平成２３年１月

２９日。 

以上、説明を終わります。 

御審議賜りまして、議決くださいますよう、お願い申

し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の説明

を終わります。これより質疑に入ります。 
（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質疑を

終了いたします。討論を省略し、これより議案第３号を

採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。よって

本件は、原案のとおり可決されました。 
○議長（西村昭教君） 以上をもって、本臨時会に付議

された案件の審議は、全部終了いたしました。 

 

 

◎閉会宣告 

○議長（西村昭教君） これにて、平成２１年第６回上

富良野町議会臨時会を閉会いたします。 

 

午前９時２４分 閉会 
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